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確定申告及び市県民税 (住民税 )申告をされていない年金受給者の人へ

減免制度について

令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

◆問合せ◆　税務課　市民税係（内線）１０５８～１０６１

令和７年度 市県民税・森林環境税のお知らせ

　災害を受けた人、生活保護を受給されている人など、市県民税の納付が困難と認められる人については、
一定の条件のもとで関係書類を審査し、減免の可否を決定します。
　減免の対象となる税額は、原則、減免申請が提出された日以降に到達する納期分から対象となります。

　公的年金等の収入金額が４００万円以下で、かつ、その年金所得以外の所得金額が２０万円以下のため確定
申告が不要となった人でも、｢公的年金等の源泉徴収票｣に記載されている社会保険料控除・配偶者控除・扶
養控除などの控除以外に、生命保険料や地震保険料などの控除がある場合、申告することにより、市県民税
（住民税）の計算に反映されます。申告が必要な人は、お早めに申告されますようお願いします。

納税通知書は６月５日頃に発送します。
６月と８月は納付書または口座振替で納付してください。
１０月分の年金から特別徴収いたします。
※年金からの特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替で納付し
　ていただくことになります。
※年金所得以外の所得がある人は、年税額のうち、「年金所得に係る税額」を年
　金より特別徴収させていただき、年金所得以外の所得に係る税額を納付書や
　口座振替で納付していただくことになります。

納税通知書は６月５日頃に発送します。
仮徴収（４月・６月・８月）分を差し引いた残額を本徴収（１０月・１２
月・２月）で特別徴収いたします。
なお、仮徴収金額はそれぞれ前年度の年税額の６分の１になります。
※今年度の税額が前年度より減額変更になった場合、４月・６月に年金から特別徴
　収された税額が還付になることがあります。還付の金額によっては、市県民税の
　還付通知が２度に分かれて届く場合があります。

税額決定通知書は５月９日頃にお勤め先に発送しています。

納税通知書は６月５日頃に発送します。納付書または口座振替で納付される人

給与から特別徴収（天引き）される人

公的年金から特別徴収（天引き）が前
年度より継続している人

６５歳以上で新たに公的年金から特
別徴収（天引き）される人
前年度に公的年金からの特別徴収
（天引き）が停止になった人

１．同一生計配偶者の定額減税の実施
　合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者の同一生計配偶者（国内居住者のみ、合計
所得金額が48万円以下の配偶者）について、納税義務者の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
2. 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の拡充
（1）子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
　令和6年12月31日時点で、下記①または②に該当する人が認定住宅等を取得し、令和６年中に居住の用に供
した場合に、借入限度額を最大1,000万円まで引き上げることとされました。条件に該当しない場合の借入限
度額は、改正前の限度額で算定されます。
　①19歳未満の扶養親族を有する人
　②本人が40歳未満で、かつ、配偶者を有する人、または、本人が40歳以上で、かつ、40歳未満の配偶者を有
　　する人
（2）新築住宅の床面積要件を緩和する措置
　新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の年分に限
る。）について、建築確認の期限が令和6年12月31日（改正前：令和5年12月31日）まで延長されます。


